
第１章 総論 
 

１ 計画策定の趣旨 

町田市では、２００１年（平成１３年）２月に男女が平等で、一人ひとりの人権を尊重し合い、

個性と能力を十分に発揮し、自立して生きる社会をめざし、「男女平等参画都市宣言」を行いまし

た。宣言を踏まえ、２０１３年（平成２５年）３月に策定した「第３次町田市男女平等推進計画」

に基づき、男女平等参画に関する施策を総合的に推進してきました。 

本市のこれまでの取り組みにより、市民の固定的な性別役割分担意識の改善が図られ、男女平等

意識の向上に一定の成果が見られています。一方で、雇用形態の多様化、少子高齢化の進行、未婚・

離婚及び単身世帯・ひとり親世帯の増加など、社会環境は刻々と変化を遂げており、的確に対応し

ていく必要があります。 

２０１５年（平成２７年）８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）」が制定され、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進する方向が定められ

ました。これにより、市町村における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての

計画を定めることが努力義務となり、本計画は男女平等推進において重要な役割を果たしていきま

す。 

今後の本市における男女平等参画に関する取り組みを一層充実し、総合的かつ計画的に推進する

ため、本計画を策定します。 

 

  



２ 計画策定の背景 

（１）世界の動き 

●国際婦人年の最後の年である１９８５年（昭和６０年）７月にナイロビで「国連婦人の１０年最終年

世界会議（第３回世界女性会議）」が開催され、西暦２０００年に向けた行動指針である「ナイロビ将

来戦略」が採択されました。 

●１９９３年（平成５年）１２月に国連総会で「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」が採択さ

れ、女性に対する暴力が重大な人権侵害であり、その根絶が急務であることが確認されました。 

●１９９５年（平成７年）９月に北京で「第４回世界女性会議」が開催され、｢ナイロビ将来戦略｣

について各国の進捗状況を把握するとともに、２１世紀に向けて真の男女平等を実現するために

「女性のエンパワーメント」「女性の人権の尊重」「パートナーシップ」の３つの柱を国際的指針

として取り上げた「北京宣言及び行動綱領」が採択されました。 

●２０００年（平成１２年）６月にニューヨークで「女性２０００年会議：２１世紀に向けての男

女平等・開発・平和」が開催され、「北京宣言及び行動綱領」に基づいた各国の取り組みの成果

を確認するとともに、さらに強化すべき取り組みを共有し、「成果文書」と「政治宣言」が採択

されました。 

●２００５年（平成１７年）１２月にニューヨークで「第４９回国連婦人の地位委員会（北京＋１

０）」が開催され、「北京宣言及び行動綱領」などの評価・見直しを目的とした、１０項目にわた

る女性の地位に関する決議が採択され、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの推進が持続

可能な開発のために不可欠であることが示されました。 

●２０１０年（平成２２年）３月にニューヨークで「第５４回国連婦人の地位委員会（北京＋１５）」

が開催され、国連機能強化におけるジェンダー４機関の統合などの決議が採択されました。その

結果、２０１１年（平成２３年）１月に「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国

連機関（ＵＮＷｏｍｅｎ）」が発足し、女性の政治参画とリーダーシップの促進、女性の経済的

エンパワーメント等を重点分野として取り組んでいます。 

●２０１５年（平成２７年）３月に「第５９回国連婦人の地位委員会（北京＋２０）」がニューヨ

ークで開催され、「北京宣言及び行動綱領」の確実な実現に向けて具体的な行動を取ることが表

明されました。 

  



（２）国の動き 

●国では、１９９９年（平成１１年）６月に「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女が、互

いにその人権を尊重し、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現を、２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置づけました。これに基づいて２０００年（平成１２年）１２月に「男女共同参画基本計画」が

策定され、その後、２００５年（平成１７年）１２月に「男女共同参画基本計画（第２次）」、２

０１０年（平成２２年）１２月に「第３次男女共同参画基本計画」と改定が行われ、社会の変化

に対応し男女平等の実現に向けた取り組みの推進がなされてきました。 

●２０１３年（平成２５年）７月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（Ｄ

Ｖ防止法）」の一部改正が行われました。これにより、生活の本拠を共にする交際相手からの暴

力およびその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法を適用すること

とし、法律名も「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。 

●２０１５年（平成２７年）８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定さ

れました。その中では、女性の採用・登用・能力開発のための事業主行動計画の策定が国や地方

公共団体、民間事業主に義務付けられる※とともに、地方公共団体に当該区域内における女性の

職業生活における活躍についての推進計画の策定が努力義務とされました。 

※労働者が３００人以下の民間事業主については努力義務 

●２０１５年（平成２７年）１２月に「第４次男女共同参画基本計画」が策定され、２０２０年度

までの男女共同参画施策について基本的方向や具体的な取り組みがまとめられました。その中で

は、「男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した

職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会」等の４つのめざすべき社会が

掲げられました。 
 

（３）東京都の動き 

●１９９８年（平成１０年）３月に男女平等推進のための東京都行動計画として、｢男女が平等に

参画するまち東京プラン｣が策定されました。また、２０００年（平成１２年）３月に全国の自

治体に先がけて東京都男女平等参画基本条例が制定され、２００２年（平成１４年）１月に新たな

行動計画「男女平等参画のための東京都行動計画（チャンス＆サポート東京プラン２００２）」

が策定されました。その後、２００７年（平成１９年）３月に「男女平等参画のための東京都行

動計画（チャンス＆サポート東京プラン２００７）」、２０１２年（平成２４年）３月に「男女平

等参画のための東京都行動計画（チャンス＆サポート東京プラン２０１２）」が策定され、男女

平等に関する取り組みが積極的に推進されています。 

●２００６年（平成１８年）３月に国の「ＤＶ防止法」に基づき、東京都における配偶者暴力対策

の施策を体系的に示す「東京都配偶者暴力対策基本計画」が策定され、「ＤＶ防止法」の改正等

に伴い、２００９年（平成２１年）３月及び２０１２年（平成２４年）３月に同計画の改定が行

われました。 



（４）市の動き 

●本市では、１９９４年（平成６年）３月に「町田市女性行動計画検討委員会」からの提言を受け、

｢町田市女性行動計画―まちだ女性プラン（第１次）｣を策定しました。この計画は、あらゆる分

野における男女平等参画をめざし、市役所の全ての部署において女性の地位向上や男女差別撤廃

の視点で従来の業務を見直し、策定したものです。 

 

●その後、市の組織として設置された男女平等推進会議により各種事業の進捗状況を把握するとと

もに、施策の検討を重ね、１９９７年（平成９年）３月に「町田市女性行動計画―まちだ女性プ

ラン進捗状況報告書」を発行するとともに、これまでの施策をジェンダーに敏感な視点から見直

し、１９９８年（平成１０年）５月に「改訂版 町田市女性行動計画―まちだ女性プラン」を策

定しました。さらに２０００年（平成１２年）３月にその進捗状況報告書を作成しました。 

 

●１９９９年（平成１１年）１２月に市民と行政が女性問題解決のため、ともに活動していく拠点

として「男女平等推進センター」を設立し、市民参画によりその機能の充実を図ってきました。 

 

●２００１年（平成１３年）２月に「男女平等参画都市宣言」を行い、社会のあらゆる領域で男女

の真の平等と真の参画を推進していくことを明らかにしています。 

●町田市男女共同参画懇談会からの「町田市第２次女性行動計画（男女平等推進計画）策定に当た

っての基本的な考え方」と題した報告と、「町田市男女平等に関するアンケート調査」から得ら

れた市民の要望、意見を反映し、２００２年（平成１４年）３月に「町田市男女平等推進計画（第

２次）」を策定しました。 

●第２次計画の進捗状況を踏まえ、２０１２年（平成２４年）２月に発足した「第３次町田市男女

平等推進計画策定検討委員会」による検討をもとに、２０１３年（平成２５年）３月に「第３次

町田市男女平等推進計画」を策定しました。計画の推進にあたっては、毎年度計画の進捗状況を

調査し、計画の着実な進行に努めています。 

 

  



３ 計画の位置づけ 

本計画は以下のように国や都の関連計画や市の各計画との整合を図り、推進します。 

 

（１）本計画は、「町田市女性行動計画―まちだ女性プラン（第１次）」を発展させた「町田市男女

平等推進計画（第２次）」、「第３次町田市男女平等推進計画」を基礎に、現状に即した新た

な施策を加えて「男女平等参画社会」を実現するための施策推進の指針とするものです。 

（２）本計画は、国の「男女共同参画社会基本法」「第４次男女共同参画基本計画」及び東京都の

「男女平等参画基本条例」「男女平等参画のための東京都行動計画」を踏まえて策定してい

ます。 

（３）本計画は、「町田市基本計画」「男女平等参画都市宣言」に基づき、関連計画との整合性を図

りながら策定しています。 

（４）本計画は、町田市男女平等参画協議会における意見や、「町田市男女平等に関するアンケー

ト調査」結果、「町田市内企業実態調査」結果など、市民や市内事業者からの意見および調

査結果を尊重しています。 

（５）本計画は、男女平等参画社会の形成に関して本市がめざしている方向性や施策を明らかにす

ることにより、市内で活動するあらゆる市民・事業者等の理解と協力を得るとともに、さら

なる参画を期待するものです。 

（６）本計画のめざすべき姿Ⅰ基本施策２「男女間のあらゆる暴力の根絶」施策の方向Ⅰ-２-１～

２は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に基づく、

本市における「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画」（市町村基本計画）に位置づけます。 

（７）本計画のめざすべき姿Ⅱ基本施策１「雇用や職業等の場における男女平等参画の推進」は、女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項に基づく、本市における「女性の職

業生活における活躍推進計画」（市町村推進計画）に位置づけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【国】男女共同参画 
社会基本法 

【国】第４次男女共同参画 
基本計画 

適 合 

男女平等参画都市宣言 

基づく 

 

町田市基本計画 

町田市５カ年計画 17-21 
【都】東京都男女平等 

参画基本条例 
適 合 

第４次町田市

男女平等推進

計画 

【都】男女平等参画のため
の東京都行動計画 

適 合 

 

 

 

配偶者からの暴力の防止及び 
被害者の保護等に関する法律 

女性の職業生活における 
活躍の推進に関する法律 



 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、２０１７年度から２０２１年度の５カ年とします。 

 

 

５ 計画策定の体制 

本計画の策定にあたっては、各種調査及び会議での検討を行い、市民・学識経験者・市役所内関

係部署の意見を把握し、反映に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市内企業実態調査 

（２０１４年度実施） 

町田市男女平等参画に 

関するアンケート調査 

（２０１６年度実施） 

町田市内の従業員数１０人以上
３００人以下の事業所 
１，６００社対象 

【有効回収率：２４．９％】 

町田市内全域から、市内在住の満２０歳
以上の男女個人 

各１，５００人対象（計３，０００人） 
【有効回収率：４１．２％】 

各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

推進施策のとりまとめ・計画体系及び素案の検討 

計

画

の

検

討 
町田市男女平等 
参画協議会 

町田市男女平等 
推進会議 

町田市男女平等 
推進会議幹事会 

町田市男女平等 
推進会議専門部会 

市組織 外部委員会 

検討 

計画素案の公表・ 

市民意見の募集 

（パブリックコメント） 

一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン 
（第４次町田市男女平等推進計画） 



６ 計画の構成 

本計画では、男女平等参画社会を実現するために、男女平等参画都市宣言に基づき、基本理念を

設定し、基本理念に基づいて２つのめざすべき姿を設定します。さらに、めざすべき姿ごとに、そ

の実現に向けた基本施策を設定し、本市が取り組むべき施策の方向を定め、取り組みを明らかにし

ます。 

 

＜基本理念＞    本計画のめざしている最終的な目標を示しています。 

＜めざすべき姿＞基本理念を達成するための、男女平等施策全体の方向です。 

＜基本施策＞    めざすべき姿を実現するための基本となる施策を、市の現状と課題を踏まえて設

定しています。 

＜施策の方向＞  基本施策を受けて行う事業をまとめたもので、施策の方向性を示しています。 

＜取り組み＞    施策の方向ごとに、市の取り組みを列記しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


